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都市を生きる出家者たち

―ミャンマー・ヤンゴンを事例として―

藏　本　龍　介＊

Monks Living in a City: 
A Case Study of Yangon in Myanmar

Ryosuke Kuramoto

　スリランカや東南アジア大陸部に広がる上座仏教徒社会では，「近代化」と
総称される社会変動が，都市部を中心に出家者の経済基盤を大きく揺るがして
いる。それでは出家者たちは，都市部においてどのように生活を成り立たせて
いるのか。本稿の目的はその実態を，ミャンマー最大都市ヤンゴンを事例とし
て明らかにすることにある。そして①布施を呼び寄せる出家者の特徴，②都市
僧院の布施調達活動の実態，③都市部における在家仏教徒組織の役割を分析す
ることによって，「都市の生き方」を浮かび上がらせる。現在，上座仏教徒社
会では，急速な都市化が進展しつつある。したがってミャンマーを事例として，
出家者は都市をいかに生きうるかという問題を解明することは，現代社会にお
ける出家者の行方のみならず，先行研究によって出家者がその存立を支えてい
ると分析されてきた上座仏教徒社会そのものの行方を占う上でも，重要なケー
ススタディーとなりうるだろう。

In the Theravāda Buddhist societies of Sri Lanka and Southeast Asia, 
social changes which are collectively  known as “Modernization” are shak-
ing the economic basis  for monks, especially in cities.  How do monks make 
a living in  the modern city? The purpose of this paper is to clarify the  cur-
rent situation of monks’ urban  lives by investigating the example of the big-
gest city in Myanmar, Yangon.  I  confine my attention to  the unit of monas-
tery, because  it is there that monks live together with others, rather than on 
their own. The construction of this paper is as follows. Firstly, I confirm the 
current situation of monasteries in Yangon. I indicate that many  have accu-
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mulated  there due to its expansion and economic development, although  
they are unevenly distributed because of the difficulty in  acquiring land. Sec-
ondly, I analyze the economic basis of urban monasteries from three points 
of view; [1] the features of monks which attract urban people, [2] the fund-
raising activities of monasteries, and [3] the role of  Buddhist lay organiza-
tions. This  may be an important case study  for the prediction not only of the 
future of monks but also of the Theravāda Buddhist societies, the existence of 
which  has been analyzed by previous studies to be supported by monks.

はじめに

　「上座仏教（Theravāda Buddhism）」の出家者は，都市という環境をいかに生きてい

るのか。本稿ではこの問題を，出家者の経済的な問題，つまり「カネ」を中心とする

財の問題に注目して検討する。

　様々なモノやカネといった財は，宗教と相反するものとして捉えられがちである。

たとえば現代日本において宗教が「胡散臭い」と語られるとき，その背景には聖職者

や宗教組織者による「あくどい」資金集めや，莫大な財の蓄積への批判があることが

多い。宗教に関わる以上，財に拘泥すべきではない，というわけである。このように

宗教を経済とは無関係なある種の「聖域」とみる傾向は，宗教研究にもみられる。つ

まり宗教研究においては，新興宗教教団の集金システムやビジネスモデルの真相解明

といったジャーナリズム的な研究を除けば，宗教の経済的な問題を取り扱っている研

究はほとんど存在しない。しかし現実の宗教は，どこまでも財との密接な関わり，い
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いかえれば「世俗」との絡み合いの中にある。ある宗教が掲げる理想がいかに高邁な

ものであったとしても，信徒がその理想の実現に向けて実際に生きるためには，様々

なモノやカネといった財が必要不可欠なのである。

　この点について，本稿が対象とする上座仏教の出家者は，根深いジレンマを抱えて

いる。なぜなら出家者は，「律1）（P: vinaya）」と呼ばれるルールによって，自ら財を

獲得することを禁じられているからである。つまり一切の経済活動・生産活動を行っ

てはならない。物質的な生活基盤を在家者（一般信徒）の布施に依拠する乞
こつ

食
じき

（托
たくはつ

鉢

によって日々の生活の糧を得ること）というあり方が，出家生活の大原則である。出

家者の正式名称である「比
び く

丘（P: bhikkhu）」とは，「乞う人」を意味する。こうした

律を守る出家生活こそが，上座仏教の理想的境地である「涅
ねは ん

槃（P: nibbāna）」を実現

するための，唯一ではないが最適な手段であるとされる。しかし布施というのは結局

のところ，布施者の自発的な善意に基づくものであるから，十分に得られるとは限ら

ない。したがって律を守るならば，財の必要性という経済的現実に対処できず，出家

生活自体が成り立たない危険がある。

　こうしたジレンマは，近代化と総称されるような社会変動の中で，都市部を中心と

してさらに先鋭化している。それでは出家者は，都市という環境をいかに生きること

ができるのか。いいかえれば，都市部の出家者たちは，実際に財をどのように獲得し，

経済基盤を構築しているのか。本稿の目的は，この問題を，ミャンマー（ビルマ）最

大都市ヤンゴン（Yangon）を事例として明らかにすることにある。それでは出家者

にとって，都市とはどのような環境なのか。そこにはどのような問題があるのか。こ

の点を明確にするために，まずは先行研究の議論を確認しておきたい。

1　都市という問題

1.1　共生モデル

　律に制約された出家者は，実際にどのように財を獲得しうるのか。この問題につい

て，現地調査に基づいた議論を蓄積しているのが，1960年代以降に本格化した，東

南・南アジアの上座仏教徒社会に関する文化人類学的研究である。初期の研究（1960

～ 1970年代）の重要な成果の一つは，出家生活が成立する仕組みを，理念的なモデ

ルとして提出した点にある。ここではそれを「共生モデル」と呼んでみたい。共生モ

デルによれば，上座仏教徒社会には出家者集団―これを「サンガ（P: sangha）」とい



国立民族学博物館研究報告　 39巻 1 号

4

う―と在家者（世俗権力／一般信徒）の共生関係が成立している。具体的には，①

国家レベルと②地域社会レベルという二つのレベルに分けられる。

　①国家レベル

　国家レベルにおけるサンガと在家者（世俗権力）の共生関係についての最も基本的

なモデルは，タイをモデルとして提示されたいわゆる「上座仏教国家モデル」（cf. 奥

平 1994a）である（石井 1975; Tambiah 1976）。その特徴を図示すると図 1のようになる。

　仏教徒の支配者である世俗権力（王権）の正統性は，仏教を振興し，「仏法（P: 

dhamma）」に基づいた統治を行うことによって保証される。そのために最も重要な存

在がサンガである。なぜなら仏法の担い手である清浄なサンガの繁栄こそが，国家に

おける仏教繁栄の証であると同時に，世俗権力が仏法に基づいた正しい統治を行って

いることの何よりの証となり，仏教徒である臣民たちの支持を得ることができるから

である。したがって世俗権力はサンガへの支援を惜しまない。上座仏教徒社会におけ

る理想的な王である「転輪聖王（P: cakkavattin）」とは，このようにサンガを庇護し，

仏法に則った統治を行う「仏法王（P: dhammarāja）」でなければならない。またそれ

は過去の善い業によって王になった「カルマ王（P: kammarāja）」の義務でもある（cf. 

高谷 1990: 403–404）。

　それではこうした世俗権力によるサンガ支援とは，具体的にはどのようなものなの

か。この点について，石井米雄による簡潔なまとめを引用しておこう。

　国王による「浄いサンガ」の維持，ないし「不浄なサンガの浄化」は，積極的・消極的
のいずれか二つの方向をとって現れる。まず積極的な方向とは，日常生活の糧を得る煩わ
しさから比丘たちを解放し，彼らがひたすら修行に専心することができるような条件を整
えることである。寺院を建立，修築し，田地やこれを耕作するための労働力（寺院奴隷など）
を施入することなどがこれに当たる。
　これに対し消極的な「浄化」は，サンガから不純分子を排除する方向をとる。サンガは，
自治・自律を建前とする集団であるが，ときに，サンガの内部に発生した不浄分子（破戒僧）
を，みずからの力では排除できない場合が発生する。このとき，サンガの外にいる国王は，
「仏教の擁護者」としての立場において，不純分子である破戒僧に還俗を強制することに
よって，これをサンガから強権的に排除し，サンガの清浄性回復に貢献する。
� （石井 1989: 835–836）

図 1　サンガと世俗権力の共生関係
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　このように世俗権力によるサンガ支援は，具体的には，布施（サンガの物質的支援）

および浄化（不浄分子の排除）という二つの要素をもっているとされる。世俗権力は，

支配を正統化するためにサンガを支援（布施／浄化）する。その一方で，そうした世

俗権力の支援が，サンガの物質的基盤を形成し，サンガの腐敗を防止するという点に

おいて，サンガの持続的な活動を可能にしている。こうしたサンガと世俗権力の共生

関係が，上座仏教徒社会における国家のあり方を根底で支えており，その基本構造は

現代においても成立していると分析された。

　②地域社会レベル

　次に地域社会レベルについてみてみよう。地域社会レベルにおける，サンガと在家

者（一般信徒）の共生関係は，図 2のように図示することができる（石井 1975; 

Bechert 1966; Gombrich 1971; Spiro 1970; Tambiah 1970など）。

　一般信徒はなぜサンガに布施をするのか。その背景にあるのは「輪廻転生（P: 

saṃsāra）」，「業（P: kamma）」，「功徳（P: puñña）」といった仏教的な世界観である。

一般信徒の仏教実践の要は，善行によって功徳を積み，自分の業を善くすること，そ

れによって輪廻転生の中で良い生まれ変わりを果たすことにある。そして善行の中で

も最も一般的なものが布施，つまり自分のもっているヒト（労力）・モノ・カネを，

他者に提供するという行為である。布施の対象は，誰であってもよい。ただし布施に

よって得られる功徳の大きさは，布施の受け手の清浄性によって異なるとされる。こ

の点において，世俗から離れ律遵守の清浄な生活を送るサンガは，一般信徒に功徳を

もたらす存在，つまり「福田（P: puññakhetta）」として，布施の最上の受け手である

とされる。一般信徒がサンガに対して惜しみない布施を行う理由はここにある。つま

り一般信徒にとってサンガとは，布施を最も功徳ある善行へと変えてくれる，かけが

えのない装置なのである。

　ただし，地域社会におけるサンガの役割はこのような宗教的な役割だけにとどまら

ない。サンガには，聖なる力を行使する，教育や医療を担う，伝統・文化を保護する，

子供に読み書きを教える，知識人として一般信徒の相談相手になる，現世利益的な呪

術や占いを行使するといった世俗的役割も期待される。これに関連して石井は，村落

図 2　サンガと一般信徒の共生関係
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における僧院の機能として，学校，貧困者福祉施設，病院，旅行者の宿泊所，社交機

関，娯楽場（祭りなど），簡易裁判所，芸術的創造と保存の場，共有財産の倉庫，行

政機関の補助施設，儀礼執行の場，といった諸点を挙げている（石井 1975: 52）。

　このように地域社会レベルにおいて，サンガは地域住民によって支えられ，地域住

民のために宗教的・世俗的な役割を果たすというように，地域住民との互酬的な結び

つきの中で維持されている，というのが先行研究の基本的な論点である。そしてこう

したサンガと一般信徒の共生関係こそが，地域社会の継続性を支えていると分析され

た。

1.2　共生モデルの限界

　以上，共生モデルの具体例として，①国家レベルと②地域社会レベルに応じた二つ

のモデルを紹介した。このモデルにおいては，律に規定された経済的条件は，出家生

活の阻害要因とはならない。それどころか律遵守の生活を送る出家者こそが，国家や

地域社会の存立を可能にするという重要な役割を担っており，それゆえに世俗権力や

一般信徒から安定的に布施を獲得するための不可欠な手段となっているという共生関

係が示されている。

　一方で 1970年代末以降，サンガと在家者の関係には矛盾があると指摘するような

研究も現れる。これらの研究は，こうした矛盾ゆえに現実の出家生活は，〈土着化と

原理主義的改革〉（Carrithers 1979, 1983; Tambiah 1984），〈富裕化と清貧〉（Aung-Thwin 

1985）のあいだを，振り子のように揺れ動くものとして捉える。ただし共生モデルを

前提としているという点で，共生モデルの修正版とでも評価できる議論となってい

る。

　こうした理念的な共生モデルは，国家や地域社会を静態的なものとして捉えるなら

ば，一定の説得力をもちいる。しかしそれゆえにこのモデルは，変動著しい現代社会

の状況を分析するにはそぐわない。なぜなら，植民地国家・近代国民国家への転換，

都市化，市場経済化，近代教育の普及，交通・通信の発展など，いわゆる「近代化」

と総称されるような社会変動によって，都市部を中心として，サンガと在家者（世俗

権力／一般信徒）の関係もまた大きく変容しているからである。

　第 1に，植民地化や近代国民国家建設という課題の中で，世俗権力という巨大なパ

トロンは喪失・縮小していく傾向にある。こうした状況はサンガの「民営化」の動

向，つまりサンガの経済基盤の担い手が，世俗権力から一般信徒へと移っていくとい

う動向として捉えることができるだろう。もちろん王朝期においても，一般信徒の布
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施はサンガにとって重要なものであった。特に世俗権力からの布施が届きにくい地方

においては，一般信徒の布施がサンガにとって主要な経済基盤だったと考えられてい

る。たとえばメンデルソン（M. Mendelson）は，ミャンマー王朝期の状況について，

王都およびその周辺のサンガを中央サンガ，それ以外のサンガを地方サンガと区別し

た上で，王の影響力は中央サンガに限られており，地方サンガは相対的に自律してい

たと主張する（Mendelson 1975: 57–58）。ここから地域に根付き，地域に支えられ，

一般信徒との相互関係の中に存在していた地方サンガ，というイメージが浮かび上が

る。その意味では「民営化」の影響は地方においては小さかったであろう。しかし王

の布施への依存度が高かった都市部においては，「民営化」の影響がより切実な問題

として現れる。つまり世俗権力の布施に頼らないような生き方を模索することが必要

となる。

　第 2に，しかし，都市部においてはサンガと一般信徒の関係も揺らいでいる。たと

えば田辺繁治が，1970年代以降の上座仏教徒社会を含むアジア各地における「宗教

再生」現象について以下のように述べているように，都市部においては，一般信徒の

宗教的ニーズが多様化・変化する傾向にある。それゆえに都市部におけるサンガ／一

般信徒の関係は，村落部のように固定的・安定的なものとはなりえない。つまり出家

者にとって都市部の環境は「市場化」しているといえる。

産業化の進む中心部においては，成功のチャンスへの期待，消費欲望の拡大，さらに予期
せぬ災厄や病気への不安といった社会的不確定性の蔓延は，人々の宗教への傾斜を促して
いる。階級や集団の細分化，そして個人の経験の差異化が進むなかで，宗教はそれに対応
しながらセクトあるいはカルトなどの形態を取りながら幅広く分化していく。そこでは宗
教はもはや村落や親族などの共同性と結びついたものではなく，むしろ個人的な選択の対
象となっているのである。� （田辺 1995: 27）

　それではこうした「民営化」や「市場化」といったマクロな変化の中で，都市部の

出家者たちはどのようにその生活・修行を成り立たせているのか。つまりどのように

財を獲得しているのか。この問題についてスリランカやタイを事例とする先行研究で

は，出家者による世俗的サービスの拡大が指摘されている。たとえばスリランカ最大

都市コロンボでは，1970年代以降，現世利益的な「神霊信仰」の勃興を背景として，

仏教とは関係のない神々を祀る社を境内に設置する僧院が増加していることが報告さ

れている（ゴンブリッチ，オベーセーカラ 2002: 150–165）。またタイにおいては，「開

発僧」や「環境僧」といわれるような出家者による社会福祉的なサービスの登場（櫻

井 2008; 西川・野田編 2001など）や，世利益的・商業的なサービスの提供―護符（お
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守り）などの呪物の「商品化」，葬式のビジネス化（野田 2001: 176），仏像・儀礼祭具・

僧院の敷地の貸出など（林 2005: 65–67）―といった事例が報告されている。

　このような出家者による世俗的サービスの活性化は，一般信徒の多様なニーズに応

えることによって生き残りを模索しようとする，出家者の生存戦略として捉えること

が可能だろう。しかしその一方で，律に規定された出家者は，ある種の変わりにくさ

を抱えている。実際，タイにおいては，布施の強要が社会問題となったり，呪物の

「商品化」傾向については「黄衣ビジネス」といった批判が常套句化したりしている

という状況がある（cf. 林 1997: 90–92）。したがってこうした出家者による世俗的サー

ビスが，どこまで可能なのか疑念が残る。また先行研究では，新しく動態的な現象に

ばかり焦点が当てられる傾向があるため，このように世俗的サービスに従事する出家

者が，どれくらい一般的なのか判断しにくい。

　これらの問題を克服するためには，都市を生きる出家者たちが，財の必要という経

済的現実にどのように対処しているのかという日々の暮らしぶりを，より具体的に，

そしてより包括的に検討する必要があるだろう。そこで本稿ではこの問題を，ミャン

マー最大都市ヤンゴンを事例として検討してみたい。その際，本稿では特に，「僧院」

―特定の地域的限界（界，P: sīma, M: thein）にいる出家者たちによって構成され，

生活・修行・日課を共にする共住集団―という単位に照準を合わせる。なぜなら出

家者は個人ではなく，僧院という単位で生活しているからである。つまり都市僧院は

ヤンゴンにおいてどのように経済基盤を構築しているか。これが本稿の問いである。

　現在，スリランカや東南アジア大陸部に広がる上座仏教徒社会では，急速な都市化

が進展しつつある。したがってミャンマーを事例として出家者は都市をいかに生きう

るか，という問題を解明することは，上座仏教徒社会における出家者の行方のみなら

ず，先行研究によって出家者がその存立を支えていると分析されてきた上座仏教徒社

会そのものの行方を占う上でも，重要なケーススタディーとなりうるだろう。また

ミャンマーは長らく現地調査が難しかったという事情から，その重要性に比するだけ

の研究が十分に行われているとはいいがたい。したがってミャンマー仏教の現状に関

する一次的なデータを提供することも，本稿の一つの貢献になりうると考えている。

　本稿の構成は以下のとおりである。まず本稿の分析対象であるヤンゴンにおける僧

院の現況について確認する。そしてヤンゴンの地理的拡大・経済的発展とともに，ヤ

ンゴンには多くの僧院が集積している一方で，その分布には偏りがみられることを示

す（2）。次に，都市僧院の経済基盤という問題について，①「市場価値」の高い出家

者たちの特徴，②都市僧院の主体的な布施調達活動の実態，③セーフティーネットと
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しての在家仏教徒組織の重要性を分析する（3）。以上を踏まえて最後に，結論と展望

を述べる（4）。なお，ミャンマーでの現地調査は，2006年 7月から 2009年 9月にか

けて断続的に合計 1年 8ヶ月間行った。本稿の記述はそこで得られたデータに基づい

ている。

1.3　ミャンマー概要

　最後に本稿の舞台となるミャンマーの概要について記しておきたい。ミャンマーは

東南アジア西北端に位置し，7管区（M: tain:, 2011年以降 tain: dei tha gyi:へと名称変

更2））と 7州（M: pyi ne）から構成されている連邦国家である。人口は約 5,900万人

（2009年の推計値），面積は約 67.7万平方キロメートル（日本の約 1.8倍）である。

人口の約 70％をビルマ族が占めており，全体として人口の約 80～ 90％が上座仏教徒

であると推定されている。

　次に出家者についてみると，他の上座仏教徒社会と同じく，ミャンマーの出家者は，

①正式な僧である「比丘（P: bhikkhu, M: poun:gyi:, ya.han:）」と，②見習僧である「沙

弥（P: sāmaṇera, M: kouyin）」に分かれる。沙弥は，未だ律を授けられていないが，十

沙弥戒3）を守り，比丘に準じた生活を送ることが求められる。表 1および図 3をみて

もわかるように，ミャンマーにおける出家者（比丘／沙弥）数・僧院数は上座仏教圏

で最大規模を誇っており，その増加率は人口増加率を上回るペースとなっている。

　ミャンマーの歴史は，①王朝期，②植民地期，③独立後に区分できる。王朝期は幾

多の王国の興亡によって特徴づけられる時代である。次の植民地期は，ミャンマーが

植民地支配を受けていた時代である。最後の王朝であるコンバウン朝は，3次に渡る

英緬戦争の結果，1852年に下ミャンマーを，1886年には上ミャンマーを併合され，

イギリス領インドの一部となった。その後，1943年からの日本占領期を経て，最終

表 1　主要上座仏教国の人口（仏教徒割合）・出家者（比丘／沙弥）・僧院数

国名 人口（仏教徒の割合） 出家者 比丘 沙弥 僧院 統計年

タイ 約 6,400万（約 95％） 321,604 251,997 69,607 35,616 2008年

ミャンマー 約 5,900万（約 89％） 544,710 252,716 291,994 58,345 2009年

スリランカ 約 2,000万（約 70％） 39,106 17,718 21,388 10,131 2006年

カンボジア 約 1,380万（約 95％） 57,350 24,929 32,421 4,237 2007年

ラオス 約 560万（約 67％） 19,795 8,055 11,740 4,140 2005年

出所）タイ（村上 2011: 213），ミャンマー（全国版「雨安居僧籍表」（2009）），スリランカ（橘
堂 2012: 21），カンボジア（小林・吉田 2011: 273），ラオス（吉田 2009: 786）より筆者作成。
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的に 1948年に完全独立を果たす。最後の独立後とは，独立から現在までの時代を指

す。初代首相となったウー・ヌ（U Nu, 1907–1995）は，議会制民主主義のもとで新

しい国家の運営に乗り出したが，仏教の政治利用などで政治の混乱を招いた。そのよ

うな状況を打開すべく，1962年に国軍司令官のネー・ウィン（Ne Win, 1910–2002）

がクーデターで全権を掌握し，軍事政権が始まった。1974年に形式的に民政移管さ

れたが，1988年の民主化運動を機に，国軍が再びクーデターで政治の表舞台に現れ，

軍人による「国家法秩序回復評議会（SLORC）」（1997年に「国家平和発展評議会

（SPDC）」へと名称を変更）が 20年以上に渡り政治を主導した。しかしその後 2010

年 11月に総選挙が行われ，それを受けて 2011年 3月にテイン・セイン（Thein Sein）

大統領率いる新政府が発足し，SPDCからの民政移管が実行された。以降，新政府は

積極的に対外開放・民主化を推し進めており，その動向に注目が集まっている。

　さてそこで重要なのは，他の上座仏教徒社会と同じくミャンマーでも，このような

歴史においてサンガの「民営化」が進展しているということである。以下，その具体

的変遷を確認しておこう。まず「都市＝王都」のサンガにとって，最大のパトロンと

なっていたのは王であった。詳細は不明だが，ミャンマーの仏教史書4）には，歴代の

王たちが個人的に帰依する高僧に僧院や称号を布施し，出家者の生活必需品である

「四資具（M: piˀsi: lei:ba:，衣食住薬）」に関して全面的な責任を負っている姿が描か

れている。また，クトゥードー・パゴダ（Kuthodaw Pagoda）建設（1868年），シュ

エダゴン・パゴダ（Shwedagon Pagoda）への傘奉納（1871年），第 5回仏典結集開催

図 3　ミャンマーの比丘・沙弥数の変遷
出所）1980年～ 1984年に関しては Tin Maung Maung Than（1988: 44），1987年～
1998年に関しては飯國（2002: 136），2001年以降については全国版「雨安居僧籍表」
［各年］を参照して筆者作成。
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（1872年）といった各種の仏教支援事業で有名なミンドン（Mindon）王（在位 1853–

1878）は，①僧院の建設・修復，②日常的な衣食の支援，③教学振興（＝仏教試験開

催）など，サンガ支援にも積極的に取り組んでいたとされる。たとえば 1878年時点

で，毎月約 400トンの米を，王都マンダレー（Mandalay）およびその周辺の 1,659僧

院（15,346僧）に布施していたという記録がある（Hla Hla Mon 2006; Myo Myint 

1987）。こうしたミンドン王の布施により，マンダレーは仏教の中心地として栄えて

いた。

　しかしこうした状況は，ミャンマーがイギリスに植民地化されると一変する。最後

の国王であるティーボー（Thibaw）王（在位 1878–1885）を排して新たに世俗権力を

掌握したイギリス植民地政府は，ミャンマーの歴代王たちのように仏教のパトロンと

なることを拒否した。つまり宗教不介入政策をとり，仏教への関与を避けた。このよ

うな立場をとった背景には，インドでの対ヒンドゥー教徒政策の失敗があった。つま

り 19世紀前半，インドにおいてイギリス植民地政府は，国民の多数が信仰するヒン

ドゥー教の重要性を認め，ヒンドゥー僧院の管理・保護などの支援を積極的に行った。

しかしこれがかえって宗教問題への介入と受け取られ，ヒンドゥー教徒の反発を招い

たため，最終的に宗教不干渉政策をとった。そしてこれが新しい植民地となったミャ

ンマーにも導入されたのである（Smith 1965: 39–43）。

　このように植民地化を契機として，サンガは世俗権力による経済的支援を失うこと

になる。その影響は，王による布施への依存度が高かった旧王都マンダレーおよびそ

の周辺で特に深刻だった。もちろん世俗権力による布施がなくなっても，一般信徒に

よる布施は引き続き行われた。しかし王たちが果たしていたような規模の布施は，一

般信徒には代替不可能なものであった。そのためミンドン王やティーボー王によって

建てられた仏教施設は，1900年頃までにほとんど消失したといわれている

（Woodward 1988）。

　それに対し独立後，世俗権力がミャンマー人の手に戻ると，国家による仏教支援も

また復活することとなる。たとえば独立後，最初に発足したウー・ヌ政権（1948–

1962，一時中断あり）の仏教に対する立場は，1951年の宗教大臣の演説に明確に現

れている。そこでは植民地化は仏教に対して，①サンガの分裂，②サンガと在家者の

疎遠化，③教育の世俗化，④サンガ組織の衰退といった悪影響を与えたこと，そして

独立を達成した現在，危機に陥った仏教を保護し，その復興に努めることは政府の責

務であるという認識が示されている（Houtman 1990: 56–57）。

　こうした方針のもと，ウー・ヌ政権は数々の仏教振興事業を実行した。具体的には
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政府内に「仏教評議会（BSC）」を設立し，宗教省と協力しながら，パーリ語大学お

よび仏教講師法（1950年），サンガ裁判所法（1951年），パーリ語教育組織法（1952

年），仏教国教化推進法（1961年）の制定，第 6回仏典結集開催（1954–1956年）な

どを行っている（生野 1975: 222–223）。こうしたウー・ヌの政治的態度について，サー

キスヤンス（E. Sarkisyanz）は，「仏教社会主義（Buddhist Socialism）」と評している。

それはマルクス主義のように物質的な幸福の平等ではなく，仏教に基づいた精神的な

幸福の平等を目指すものであった。つまり「仏教社会主義」とは，理想の「仏法王」

の姿を近代的な装いのもとで追求しようとしたものに他ならない（Sarkisyanz 1965: 

210–228）。しかしそれは非仏教徒を含む国民国家建設という課題とぶつかり，国政の

混乱を招いた。したがって 1962年のクーデターによって実権を握ったネー・ウィン

政権（1962–1988）は，政教分離の方針を打ち出し，ウー・ヌ期の仏教支援政策を悉

く廃止することとなる。

　それに対し 1990年以降に実権を握った SLORC／ SPDC政権（1990–2011）は，

ネー・ウィン政権の世俗主義の立場から，再びウー・ヌ政権のような仏教保護主義へ

と一見，回帰しているようにみえる。その背景には，SLORC／ SPDC政権の正統性

という問題がある。つまり SLORC／ SPDC政権はそもそも，1988年に生じた反

ネー・ウィン政権の大規模な民主化運動の混乱を武力で抑える形で登場した，暫定的

な政権に過ぎなかった。しかし 1990年の総選挙において，アウン・サン・スー・チー

率いる「国民民主連盟（NLD）」が圧勝すると，SLORC／ SPDC政権は政権移譲を拒

否し実権を握り続けた。このように SLORC／ SPDC政権は，成立当初から支配の正

統性という問題を抱えていたのである。

　そこで正統性を獲得するために試みられたのが，「仏法王」のイメージを利用した

支配の正統化であった。つまり歴代王の功績をたたえるモニュメント・博物館の建

設，王宮の復元によって「仏法王」のイメージを喚起しつつ，パゴダ5）（仏塔）の建

設・修復事業を推進することによって，そうした「仏法王」の系譜に自らを位置づけ

ようとした（Philip and Mercer 1999: 41）。こうした文脈において，宗教省による高僧

への称号の授与といったサンガ支援も活発化する。具体的には，それまで 3種類（学

僧 2種，三蔵法師 1種）だった出家者の称号が，1991年に 13種類（教学指導 3種，

瞑想指導 3種，説法 3種，仏教布教 4種）に拡充され，毎年，受賞者を表彰する大規

模な儀礼が宗教省によって開催されるようになった。

　また，政府高官がパゴダ建設を視察したり，各種の布施儀礼に出席したりする様子

は，国営テレビ・新聞・ラジオ・雑誌などの各種メディアによって，毎日のように伝



藏本　 都市を生きる出家者たち

13

えられ，「仏法王」というイメージが盛んに喧伝されている。しかし非仏教徒を含む

国民国家建設という課題があるため，かつての王たちやウー・ヌ政権のように国家予

算を投入できるわけではない。この点について宗教省高官にインタビューしたとこ

ろ，現在，予算を使っているのは，国家サンガ組織の運営，試験合格者や称号授与者

への褒賞，国境地域での布教活動の補助だけであるとのことだった。それ以外の仏教

支援事業の財源は，①公務員からの半強制的徴収，②名誉・利権と引き換えに一般信

徒から布施を募る，といった仕方で確保されている（Jordt 2007; Schober 1997）。した

がってその派手な印象とは裏腹に，実際の支援規模は限定的なものにとどまっている

（cf. Matthews 1993）。

　このようにミャンマーでは植民地化を契機として，都市部を中心にサンガの「民営

化」が進行し，また独立後も，非仏教徒を含む国民国家建設という課題の中で，国家

（政府）によるサンガ支援は不十分なものにとどまっているといえる。したがって都

市部のサンガは，都市住民との関わりの中で，つまり市場的な環境の中で，経済基盤

を構築する必要がある。それでは都市部のサンガは生活に必要な財をどのように獲得

しているのか。以下，最大都市ヤンゴンの状況を分析していこう。

2　ヤンゴンの僧院概要

2.1　ヤンゴンの歴史

　上述したように，本稿の対象は，出家者個人ではなく，出家者の共住集団としての

僧院である。そこでまず，ヤンゴンにはどのような僧院があるのか，その現況を確認

しておきたい。

　そもそもヤンゴンとはどのような都市なのか。ヤンゴンは，中央平原部の西方を流

れるエーヤーワディー川の支流（フライン Hlaing川）と，東方を流れるスィッタウ

ン（Sittaung）川の支流（バゴー Bago川）が合流する場所にある（図 4）。この二つ

の支流はヤンゴン河となってマルタバン（Martaban）湾へと流れ込んでいる。つまり

ヤンゴンは外洋と中央平原部を連結する交通の要衝に位置する。

　ただしヤンゴンが交易拠点として経済的に繁栄するのはそれほど古い話ではない。

18世紀中頃までこの地はモン族の漁村ダゴン（Dagon）として知られ，シュエダゴン・

パゴダ（前出）の門前として祭礼の時期などには巡礼者でにぎわったものの，政治的

経済的な中心となることはなかった。同地が交易拠点としての中心性を帯び始めるの
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は，コンバウン朝の創始者アラウンパヤー（Alaungpaya）王が 1755年にミャンマー

中央部統一のための戦勝を祈念し，同地を「ヤンゴン（敵が尽きる）」と改称してか

らのことである（長田 2006: 7–8）。

　その後，1852年の第 2次英緬戦争によって下ミャンマーがイギリスに併合される

と，戦争によって壊滅したヤンゴンは，植民地都市ラングーン（Rangoon）として再

建される。その都市計画によって，約 2平方キロメートルという小さな碁盤目状の町

がフライン川に沿って誕生した（ナン・ミャ・ケー・カイン 2000: 154）。この領域は

図 4　ヤンゴンの地図
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現在でもヤンゴンの「商業中心地（M: myou.de:）」となっている（地図中 1）。

　そしてイギリス植民地政府が，エーヤーワディー川下流域デルタ地帯を開発し，大

穀倉地帯へと変貌させると，ラングーンは米輸出経済の要として急速な発展を遂げる

こととなる（長田 2006: 11）。ラングーンの人口は，誕生した当時はわずか 36,000人

程度であったが，20年後にはほぼ 10万人，独立直前の 1941年には 50万人になった

（ナン・ミャ・ケー・カイン 2000: 154）。こうした人口増加の大部分は，膨大なイン

ド人移民の流入の結果であり，したがってラングーンはインド人街とでも呼びうる様

相を呈していた。

　こうした状況は 1948年の独立を契機に一変する。独立と同時に多くのインド人移

民が帰国した一方，村落部からラングーンへと人口が流入した。その結果，住民構成

を大幅に変えながら，ラングーンは東西二つの川に囲まれた領域を北方へと拡大して

いく。ただしこうした人口流入はラングーンの工業化というプル要因ではなく，共産

主義者と少数民族の反乱による地方村落部の治安の悪化というプッシュ要因によるも

のだった。したがってラングーンにはスラムが形成されるようになり，その改善策と

して政府は 1958～ 1960年に衛星住宅地区（地図中 15～ 18の斜線柄部分）をつくり，

スラム地区の人々をそこに強制的に移住させた6）（ナン・ミャ・ケー・カイン 2000: 

155）。

　その後ネー・ウィン政権期（1962–1988）に入ると，ビルマ式社会主義路線による

経済停滞の影響で，都市のインフラ整備が遅れ，都市化は大きく停滞する。また国内

移動，特にラングーンへの流入が厳しく制限されたほか，経済の国有化に伴い，経済

手段を奪われた中国・インド系移民が 10万人規模で国外に流出したこともあり，人

口増加率も低かった（西澤 2000: 17）。

　ラングーンが再び都市としての活気を取り戻すのは，都市の名称を再びラングーン

からヤンゴンへと変更した SLORC／ SPDC政権期（1990–2011）に入ってからであ

る。積極的な市場経済化と対外開放政策による経済成長によって，再び高い人口増加

率を記録するようになる。ミャンマー入国管理省の推計によれば，1980年時点で 230

万人であったヤンゴンの人口は，2008年時点で 660万人まで増加している。また

1989年以降，政府は新しい衛星住宅地区の開発に着手し（地図中 21～ 26のドット

柄部分），その結果，1983年時点で約 350平方キロメートルであったヤンゴンの都市

域は，現在は約 770平方キロメートル（東京都の約 3分の 1）にまで拡大している。

　1990年以降，ヤンゴンの開発を担っているのは「ヤンゴン都市開発委員会

（YCDC）」である。この組織は，①州／管区（上述），②「県（M: kha.yain）」，③「郡
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（M: myou.ne）」，④「地区／村落区（M: yaˀkweˀ／ kyei:ywa ouˀsu.」という地方行政組

織とは別個のもので，都市としてのヤンゴンはヤンゴン管区にある 4つの県をまたぐ

形で，33の郡から成立している。ミャンマー第二の都市であるマンダレーも同様の

形態である。そこで混乱を避けるため，以下では「ヤンゴン」，「マンダレー」と表記

する場合には都市を意味することとし，管区に言及する場合には「ヤンゴン管区」，

「マンダレー管区」と表記することにする。

2.2　僧院の集積

　それではヤンゴンには現在，どれくらいの僧院があるのだろうか。2009年現在，

ヤンゴンには 2,940僧院あり，そこで 53,776人の出家者（比丘 31,423人，沙弥

22,353人）が生活している（全国版「雨安居僧籍表」2009年）。ただし一口に僧院と

いっても，その規模は様々である。表 2はヤンゴンにある 2,542僧院（2003年時点）

の僧院規模の分布を示したものである。たとえば出家者数が 1～ 10人の僧院は，

1,381僧院あることを示している。

　これをみてもわかるように，ヤンゴンにある大多数（全体の約 85％）の僧院は，

出家者数 30人以下の小規模・中規模僧院となっている。それに対し，あくまでも目

安であるが，出家者数が 30人を超えるような大僧院のほとんどは，出家者の高等教

育機関である「教学僧院（M: sathindaiˀ）」であるといってよい。ミャンマーでは，10

代から 20代にかけての若い出家者は，仏教教義・仏典を学び，各種の仏教試験の受

験勉強をするのが一般的である。ここでいう仏教試験とは，仏典やパーリ語の知識を

問う試験のことであり，宗教省主催の各種試験―初・中・上級からなる「基本試験

（M: pa.hta.ma.byan samei:bwe:）」や「仏教講師試験（M: danmasa.ri.ya. samei:bwe:）」な

ど―が一般的である。また民間の仏教徒組織が主催する試験も存在している7）。そ

こでこうした試験勉強のための教育機関となっているのがこうした教学僧院である。

表 2　ヤンゴンにおける僧院規模の分布
規模（人） 1～ 10 11～ 20 21～ 30 31～ 40 41～ 50 51～ 60 61～ 70
僧院数 1,381 550 216 97 25 65 53
規模（人） 71～ 80 81～ 90 91～ 100 101～ 110 111～ 120 121～ 130 131～ 140
僧院数 39 26 10 15 16 9 7
規模（人） 141～ 150 151～ 200 201～ 300 301～ 400 457 660 1,205
僧院数 7 10 10 3 1 1 1

出所）ヤンゴン管区「雨安居僧籍表」（2003年）より筆者作成。
（データ総計 2,542僧院，1僧院は人数不明）
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　さて，ヤンゴンの僧院の設立年については正確なことはわからない。しかしその多

くは，ミャンマーの独立後，ヤンゴンの地理的拡大・経済的発展に伴い設立されたも

のであると思われる。近年の変化に限定していえば，2003年時点で 2,542僧院だった

のが，2009年現在は 2,940僧院まで増加している。つまり 6年間に 398僧院が増えた

計算になる。これは同期間のヤンゴン管区全体の増加分の 90％近くを占める。また

約 116％という増加率は，ミャンマー全体の僧院数の増加率 109％を大きく上回って

いる。

　その背景として指摘できるのは，新たに自分の僧院を構える際，都市部に構えたが

る出家者が多いということである。若い出家者たちは，基礎的な教学が一通り終わる

と，さらに専門的な教学に進んだり，瞑想修行を行ったりするなど，それぞれの興味・

関心に応じて多様な道を歩む。そして機会に応じて自分の僧院を構え後進を育てると

いうこととなる。もちろん，すべての出家者が住職になれるわけではない。その場合

は他人が住職を務める僧院に，寄生しながら生活し続けることになる。ただしこのこ

とは，常に住職の管理下に置かれることを意味する。したがってそれを嫌う出家者

や，自分なりの生活・修行をしたい出家者は，自前の僧院をもとうとする。そして最

近は以前にも増して，こうした出家者の独立志向が強まっているといわれている。

　それではなぜ出家者たちは都市部に僧院を構えたがるのだろうか。出家者たちへの

インタビューから推察するに，その理由は第 1に，人口が多く経済規模も大きい都市

部は潜在的な布施の規模が大きく，したがってより快適な生活を送ったり，村落部で

は不可能な活動（教学僧院など）を行ったりしうるからである。第 2に，村の僧院に

つきまとう，ある種の「しがらみ」から脱することができるからである。たとえばヤ

ンゴンの「国家仏教学大学（M: naingando pa.ri.yaˀti. thatha.na teˀka.tho）」―近代的教

育・研究手法を取り入れて創設されたミャンマーにおける仏教学教育・研究の最高学

写真 1　教学僧院の講堂（筆者撮影） 写真 2　教学僧院での授業の様子（筆者撮影）
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府（奥平 2005: 33）―で修士号を獲得し，現在は大学で教員補助をしているシャン

州出身のある比丘（33歳）は次のように語る。

村の比丘にはいろいろな仕事がある。たとえば年中行事や冠婚葬祭など，村の行事に参加
する必要がある。それから村の子供たち（沙弥を含む）の世話がある。子供たちにミャン
マー語の読み書きや仏教の基礎を教えるほか，町の教学僧院や政府の学校へ送り出す。ほ
かにも，村人のための雑多な用事がある。村人の相談を聞いたり，伝統的な薬を処方した
りする。村人がテレビを買いたいときは比丘に頼む。村人の中には町に出たことがない者
もいて，テレビの買い方がわからないからだ。町に用事があるときは，村の代表として比
丘が行くことが多い。村人は比丘を頼る。だから村に住む限り，比丘は村人の問題を自分
の問題として考え，村人のために活動しなければならない。

　このように村の僧院は，村人のための「よろず屋」的な役割を期待される。もちろ

ん，村人に対するサービスを積極的に捉え，進んで村に入ろうとする出家者もいる。

しかし，村では望むような出家生活が送れないと考える出家者も多く，その傾向は高

学歴のエリート僧に顕著である。上述の比丘も，決して村の出家者を卑下しているわ

けではないと断った上で，自分は村ではなく都市に僧院を構えたいという希望を述べ

ていた。

　以上のように，多くの出家者たちが都市部に僧院を構えたがる背景には，村落部と

比べたときの，①潜在的な布施の規模の大きさと，②望むような出家生活を送ること

のできる自由度の高さがある。それゆえに都市という環境は，多くの出家者たちに

とって村落部よりも魅力的な場所なのである。そして数ある都市の中でも，その歴史

的経緯・経済規模・人口の多さから，最も可能性に満ちた都市が，最大都市ヤンゴン

である。それゆえにヤンゴンには多くの僧院が集積していると考えられる。

2.3　僧院分布の偏り

　その一方で，ヤンゴンに僧院を構えることは，それほど容易なことではない。村落

部・都市部を問わず，出家者が自分の僧院を構える方法は，①既存の僧院を引き継ぐ，

②新たに僧院を建設する，という 2通りがある。最も手間がかからないのは，既存の

僧院を引き継ぐことであるが，そうした機会は豊富にあるわけではない。そうなると

新たに僧院を建設するしかないが，ヤンゴンのような都市部では，土地の入手自体が

困難である。

　第 1に，ヤンゴンの地価は高い。ミャンマーでは不動産と車が主要な投資対象と

なっており，特に都市部の不動産価格は常に上昇傾向にある。僧院を構えるためには
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土地が必要であり，そうした土地は出家者自らが購入するか，あるいは布施してもら

う必要があるが，いずれにしろ多額の費用が必要となる。

　第 2に，都市部には「宗教用地（M: thatha.na myei）」の認定という問題がある。

ミャンマーでは，僧院に限らず，宗教関連の施設として利用する土地は，宗教省に

よって宗教用地として認定されることによって，無税かつ半恒久的な権利が保障され

ることになっている。しかしそれは同時に，宗教用地を民間利用するのは極めて困難

になることを意味する。したがって僧院への土地の流出が続けば，都市空間はサンガ

に占有されかねない。それは都市の経済活動にとっては大きな障害となりうる。その

ため行政側は，宗教用地の認定に慎重であり，特に都市部においてはなかなか新しい

宗教用地が許可されないという状況になっている。

　このような土地をめぐるサンガと国家のせめぎ合いは，ミャンマー歴史研究者のア

ウントゥイン（M. Aung-Thwin）の議論を彷彿とさせるものである。つまりアウントゥ

インは，ミャンマー王朝期のバガン（Bagan）時代（1044–1287）を直接的な事例と

して，布施によって国家の富が不可避的にサンガへと流出し，それが国家財政を掘り

崩すという構造を指摘している（Aung-Thwin 1985: 138–149）。現代都市部における宗

教用地の認定という問題は，まさに国家の富の流出をいかに防ぐかという問題として

現れているといえよう。

　このように一方では都市に進出しようとする出家者たち，もう一方ではそれを阻む

ような都市の経済的・政治的な条件がある。その結果，ヤンゴンにおいては，既に宗

教用地として認可されており，それゆえに無償で入手できるような土地に，僧院分布

が偏るという現象がみられる。以下，その具体例として，①古い僧院の土地，②パゴ

ダの土地，③政府が指定した土地についてみてみよう。

　①古い僧院の土地

　第 1に，古くから（主に植民地期）からある僧院の土地に，新たに僧院が増加する

という傾向がある。上述したように，最初期のヤンゴンの都市域は，川沿いの僅かな

領域に過ぎず，その郊外には広い森が広がっていた。その時代には僧院用の土地を容

易に，しかも広大に入手することができた。しかし都市域の拡大とともに，そうした

土地は都市域に飲み込まれていくことになる。その結果，都市空間には巨大な空隙が

出現することになる。こうした土地は宗教用地として認められ，道路敷設など都市整

備の過程で一部を接収されることがあるとしても，基本的には出家者のものとなって

いる。商業中心地の北方に広がる市街地には，こうした土地が散見される。ここでは
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その事例としてサンジャウン（Sanchaung）郡（図 4中の 8）を取り上げてみたい（図 5）。

　現在のサンジャウン郡は完全に都市化されており，南北を走るピー（Pyi）通りと

東西を走るバゲヤ（Bagaya）通りが交わるミェニゴン（Myenigon）交差点は，ヤン

ゴン屈指の繁華街の一つとなっている。しかしそのようなサンジャウン郡にも，19

世紀以来の古い僧院の土地に由来する，広大な宗教用地が広がっている。それが地図

の斜線柄で示した部分である。たとえば道路を挟んで隣接している西側の土地は，

1845年にチーミンダイン（Kyimyindaing）の「地区長（M: myou. dhagyi;）」であった

在家者が，僧院建設のために当時のターヤワディー（Tharrawaddy）王（在位 1837–

1846）から宗教用地としての認可を受けたという記録が残っている8）。サンジャウン

郡には 2003年時点で 128僧院あるが，その内の 104僧院がこの土地に集中している。

また中央部やや東寄りの土地もまた，古くから僧院だった土地で9），2008年時点で 1

つの僧院と 9つのティーラシン院（尼僧院）が存在している。

図 5　サンジャウン郡の僧院分布
出所）ヤンゴン管区「雨安居僧籍表」（2003）を利用して筆
者作成。
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　②パゴダの土地

　第 2に，歴史のある大パゴダの土地に僧院が集積するという傾向がある。「パゴダ

（Pagoda）」とは仏塔を意味し，①聖遺物（仏歯・仏髪）を納めたもの，②ブッダの八

種類の聖具を納めたもの，③大仏を安置したもの，④仏典を収めたものの 4種がある

（生野 1975: 48）。ミャンマーでは，ブッダおよびパゴダはともにパヤー（M: paya:）

と呼ばれており，パゴダはブッダの象徴として，あるいはブッダそのものとして信仰

されている。日本においては僧院とパゴダは同じ敷地内にあることが多いが，ミャン

マーにおいては，両者は空間的に分離しており，機能的にも全く異なる。つまり僧院

が出家者の修行空間であるとすれば，パゴダは在家者の信仰空間として，在家者の

様々な宗教的ニーズを満たす信仰空間となっている（生野 1975: 44; 奥平 1994b; 高谷

1993: 127–128; Moore 2000）。

　ここで重要なのは，在家者にとって，パゴダは僧院と並んで主要な布施対象である

図 6　バハン郡の僧院分布
出所）ヤンゴン管区「雨安居僧籍表」（2003）を利用して筆者作成。
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ということである。それゆえに，歴史のある大パゴダは広大な土地を所有しているこ

とが多い。パゴダの土地は歴代王によって布施された宗教用地であり，植民地化と

いった歴史の過程でその規模を縮小されているが，現在でも一定の規模を有してい

る。そこでこうしたパゴダの土地は，僧院，在家仏教徒組織，仏具店，喫茶店などに

無償もしくは有償で貸与されるのが一般的である。したがって都市域にあっても，歴

史的な大パゴダの周辺には仏教的な空間が広がっている。その好例は，ミャンマー最

大の聖地であるシュエダゴン・パゴダである。

　図 6はシュエダゴン・パゴダに隣接するバハン（Bahan）郡（図 4中の 9）の僧院

分布を示したものである。バハン郡にある 252僧院中，173僧院（約 70％）が，地図

の斜線柄と横線柄部分の土地に集中している。この内の横線柄部分が，シュエダゴ

ン・パゴダの宗教用地を含む地区である10）。現在，シュエダゴン・パゴダの境内およ

び周辺には，多くの僧院のほか，仏具店や，在家仏教徒組織・省庁が管理する「講堂

（M: danma.youn）」など，仏教関連施設が多く建ち並んでいる。なお，バハン郡には

ンガッタジー・パゴダ（Ngak Htat Gyi Pagoda）とチャウッタジー・パゴダ（Chauk 

Htat Gyi Pagoda）という有名な大仏が存在しているが，ここは上述したような 19世

紀半ば以来の古い僧院の土地であり，これらのパゴダは 20世紀に入ってから，むし

ろその僧院の土地を譲り受ける形で建てられたものである。

　③政府が指定した土地

　第 3に，政府があらかじめ僧院用にあてがった土地に僧院が集積するという傾向が

ある。その事例は古くは植民地期からみられる。2003年時点で商業中心地には 81僧

院あるが，その内の 66僧院（674人＝比丘 433人，沙弥 241人）が約 300メートル

四方の土地にまとまり，全体としてタイェットー（Tayettaw）僧院群という名前が付

されている。タイェットー僧院群の土地は，19世紀後半は，ドイツ人クラブを含む

ヨーロッパ人の住宅街であった（桑野 2009: 206–208）。その後 20世紀初頭までには，

この土地は僧院用の土地となり，都市開発の過程で立ち退きが必要になった僧院に分

配されたようである。建物の多くは植民地期のものがそのまま利用されており，した

がってヨーロッパ風の建物に出家者が居住しているという状況になっている。

　同様の現象は，独立後，政府が衛星住宅地区を開発する際にも生じた。つまり政府

は衛星住宅地区内にあらかじめ宗教用地を設定し，そこに都市開発の妨げになるよう

な僧院を移動させたほか，残りの土地を希望する僧院に分配した。たとえば図 7は北

オッカラパ（North Okkalapa）郡（1958年以降に開発，図 4中の 18）とシュエピター
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（Shwepyithar）郡（1989年以降に開発，図 4中の 22）の僧院分布である。2003年時

点で北オッカラパ郡の約 80％（162僧院／ 205僧院），シュエピター郡の約 81％（116

僧院／ 143僧院）が地図の斜線柄部分の土地に集積している。

　以上，ヤンゴンにある僧院の概要について確認した。規模が様々な多数の僧院が，

分布に偏りをもちながら都市に存在していることがわかる。ただしヤンゴンに僧院を

構えたところで，実際にそこで活動していけるかは別問題である。なぜなら都市部は

村落部と比べて，固定的・安定的な布施を期待しにくい，市場的な環境だからである。

それではヤンゴンの僧院は，その活動に必要な財をどのように獲得しているのか。以

下，その実態と背景をみてみたい。

図 7　シュエピター郡（左）と北オッカラパ郡（右）の僧院分布
出所）ヤンゴン管区「雨安居僧籍表」（2003）を利用して筆者作成。
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3　都市僧院の経済基盤

3.1　「市場価値」の高い出家者たち

　この問題を考える上でまず指摘しておきたいのは，僧院によって潜在的な布施調達

力の大きさが異なるという点である。布施先が限定される村落部に対し，多くの僧

院・出家者がいる都市部においては，在家者は布施先を自由に選ぶことができる。そ

こでその選択を左右する重要な要素となっているのが出家者の特徴である。この点に

ついて，たとえば日本においては，仏像・歴史的建造物・庭園など，僧院は種々の「見

世物」を有している場合がある。こうした見世物はそれ自体が多くの人々を惹きつ

け，それゆえに観光地となっている僧院も多い。その一方で，ミャンマーの僧院はこ

うした見世物に乏しい。その理由の一端は，僧院とパゴダの分離にあるだろう。つま

り巡礼客・観光客を惹きつけるような見世物は，パゴダに集中しているのである。そ

れでは都市部においてはどのような出家者が人気なのか。いいかえれば「市場価値」

が高いのか。

　上述したように，この点についてスリランカやタイを事例とする先行研究では，出

家者による世俗的サービスの活況が指摘されている。同様の状況は，ヤンゴンにおい

てもみられる。たとえば現世利益的なサービス，特に各種の占いに長けた出家者のも

とには，宗教の枠を超えて熱狂的な信者たちが集っている。こうした信者には事業を

営む裕福な都市住民が多く，出家者の助言によって事業がうまくいった際には，莫大

な額の返礼を行うことも珍しくない。したがって「ヤンゴンで最も裕福なのは占いを

やっている僧院だ」などといわれる状況になっている。また，社会福祉的なサービス

を行う出家者は，海外の支援団体（NGO，財団，ロータリークラブなど）や大使館

による格好の支援対象になっており，そのためヤンゴンでも近年，在家者に世俗教育

を行う「僧院学校（M: poun:dogyi:thin pinnyayei: kyaun:）」が増えつつある。

　その一方で，出家者による世俗的サービスには批判も多く，サービスの受給者以外

の都市住民は，こうした出家者に積極的に布施しようとしない。つまりこれらのサー

ビスに従事する出家者たちは，それゆえに「福田」としての価値が低いとみなされる

傾向にある。そのため，たとえば僧院学校は，海外の支援団体によって大きな建物が

建てられても，日常的な布施に事欠くという事態に陥っているものも少なくない。そ

れに対し，これとちょうど表裏一体の関係にあるのが，出家者としての生活・修行を
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着実に行っているような出家者の人気である。

　第 1に，これは都市部に限ることではないが，一般的に「法臘（M: wa，出家年数）」

の多さが重要である。この点において，見習いに過ぎない沙弥と，正式の出家者であ

る比丘とでは，在家者から尊敬される度合いが格段に異なる。また同じ比丘でも，10

法臘以上経過し「長老（M: hsa.yado）」と呼ばれるようになると，その度合いは一層

高まる。

　第 2に，高い学位（仏教試験合格，海外大学の博士号など）・称号（上述）・国家サ

ンガ組織の重役（国家サンガ大長老委員会のメンバーや地方組織のサンガ長など）を

もっている出家者が人気である。こうした学位・称号・役職は，新聞・雑誌・看板な

どに出家者の名前が載せられる際には枕詞のように付与されおり，都市住民に対して

出家者としての自分の価値を最も簡潔に訴えることができる手段となっている。たと

えば仏教試験の最高峰とされるのは，1949年から政府が開催している「三蔵法師試

験（M: ti.pi.ta.ka.da.ra. ti.pi.ta.ka.ko:wi.da. ywei:hkyeyei: samei:bwe:）」であるが，初めて

の三蔵法師となったミングン長老（U Vicittasarabhivamsa, 1911–1993）など，合格者

（2009年時点で 13名）は国民的な英雄として極めて大きな尊敬を受けている。

　第 3に，以上のいわば「教学（P: pariyatti）」系の出家者だけでなく，「体験的修行

（P: paṭipatti）」系の出家者も人気である。これは具体的には瞑想修行や，律遵守の厳

格さによって判断される。こうした出家者たちは，その修業の成果によって，悟りの

境地である「阿羅漢（P: arahant, M: ya.handa）」もしくはそれに準ずる悟りを得たと噂

され，カリスマ的な人気を誇る場合がある。このような厳格な修行者たちは，在家者

の居住空間（村や町や都市）から離れた「森（阿蘭若，P: arañña, M: to:ya.）」を拠点

とすることが多かったが，近年は「瞑想センター11）（M: yeiˀtha）」の普及に伴い，ヤ

ンゴンなど都市部にも増えつつある。

　さらに近年は，瞑想指導や教義解説（説法，作家活動，仏教講座）など，仏教的な

サービスを行う出家者も人気を集めている。その背景には，都市化や教育水準の向上

といった変化に伴い，都市住民がより主体的な仏教実践（瞑想実践・教義学習）への

関心を強めていったことが指摘できる。もっとも都市住民の主体的な仏教実践への関

心が高まっているという傾向は，他の上座仏教徒社会でも観察される。たとえばタイ

都市部では 1970年代以降，こうした動向が「新仏教運動（New Buddhist movement）」

と呼ばれるような社会現象として現れている（cf. Jackson 1989; Taylor 2008）。具体的

には，①輪廻や地獄・天国といった概念を心理学的概念として読みなおす独自の教義

解釈に基づき，膨大な著作を通じて在家者でも涅槃は可能であるという言説を提示し
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たプッタタート（Phutthathat）長老（1906–1993）（伊藤 1997; Jackson 2003），②メディ

ア戦略やイベントの開催といったマーケティングの手法を用いて，独特な瞑想法を普

及させたタンマガーイ（Thammakai）寺（矢野 2006; Mackenzie 2007など），③奢侈の

否定といった禁欲的な生活スタイルと，社会的実践・勤労といった世俗内活動を強調

することによって，日常倫理的な修行を在家者として行うという道筋を示したサン

ティ・アソーク（Santi Asok）（福島 1993）などである。

　しかし重要なのは，タイにおいてこれらの運動は，いずれも伝統的なサンガの枠組

みの外部から生じているという点にある。たとえばプッタタート長老は，幼少期から

出家生活を送っているという点では伝統的な出家者の系譜に位置づけられるが，大乗

仏教の影響を強く受けた教義解釈をするなど，既存サンガに批判的な立場をとる。次

にタンマガーイ寺の設立・拡大を担ったのは，初代住職のタンマチャヨー

（Thammachayo）長老（1944～）をはじめ，在家者として大学に通い，あるいは海外

留学を経験したエリートたちである（矢野 2006: 第 5章）。サンティ・アソークの創

始者であるポーティラック（Samana Phothirak）長老（1934～）もまた，テレビ・キャ

スターとして有名だった（福島 1993: 390）。それに対しヤンゴンではむしろ，出家者

としての専門的な知識・経験が，都市住民から重宝されるという傾向がある。つまり

ヤンゴンでは，世俗的サービスを行う出家者よりも，出家者としての修行に専念する

ような「出家者らしい出家者」の方が，都市住民から広範な支持を獲得しているとい

う状況がみられる12）。

3.2　都市僧院の布施調達活動

　以上，ヤンゴンにおいて人気がある出家者の特徴について整理した。こうした特徴

をもつ出家者がいるような僧院は，潜在的に布施調達力が高いといえる。つまり都市

住民は，「雨安居衣布施式13）（M: wazothingan: hseˀkaˀhludan: bwe:）」や，「カテイン衣

布施式14）（M: ma.habounka.htein hseˀkaˀhludan: bwe:）」といった僧院における年中儀礼

や，人生儀礼（出生・沙弥出家または女子の穿耳式・結婚・葬式など）といった機会

において，こうした出家者（僧院）を対象として布施を行う傾向にある。ただしたと

え人気がある出家者がいるからといって，それだけで必要十分の布施が自然と集まっ

てくるような僧院はごく一部である。したがって実際には，各僧院は自発的な布施調

達活動を行い，四資具（出家生活に不可欠な衣食住薬という 4種のモノのこと）をは

じめとする生活必需品を確保しているという状況がある。ここに，先行研究では等閑

視されていた都市僧院の生態をみることができる。以下，その具体的様相についてみ
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てみよう。

　①「食」の調達方法

　第 1に，出家生活において最も重要なのは，日々の「食」の確保であり，その方法

は①「托鉢（M: hsun:khan，鉢を携えて村や町の中を歩き，料理の施しを受けるこ

と）」，②僧院での調理，③在家者からの「招待食15）（M: hsun: kaˀ, hsun: sa:pin.）」に大

別できる。ただし僧院で調理するためには食材を購入する必要があるし，また在家者

からの招待食も毎日あるものではない。したがって托鉢は，出家者が主体的に食料を

調達できる唯一の手段として，重要な意味をもっている。さらに托鉢は，都市住民と

の関係を築くためにも重要な手段となっている。つまり出家者は托鉢を通じて都市住

民と接点を持ち，そして托鉢を通じてその関係を深めることができるのである。この

点についてある長老（50代，教学僧院住職）は，次のように述べる。

托鉢に行って十分な食事が得られなかったからといって，次の日は場所を変えるようでは
だめだ。毎日通い続ければ，在家者も準備しようという気持ちになる。托鉢というものは
徐々に進展するものである。たとえば初めは施食を断られても，10日くらい経つと，一さ
じの白飯を布施するようになるかもしれない。さらに時間が経つとおかずも加わる。「家に
来てください」と招待食の誘いがくるかもしれない。さらに食事以外にも四資具など必要
なものを支援してくれるかもしれない。托鉢には「精進（P: viriya）」が必要である。

　ただし一口に托鉢といっても，その方法は様々である。集団で行く「集団托鉢（M: 

tan: hsun:）」か，個人で行く「個人托鉢（M: daba: hsun:）」か，あるいは，あらかじめ

托鉢に応じることを約束した家々を回る「訪問托鉢（M: htain hsun:）」か，そうでは

なく在家者の家の前で立ち止まり布施をしてくれるか様子をうかがう「立ち止まり托

鉢（M: yaˀ hsun:）」か，といった違いである。僧院全体で托鉢を組織化する場合もあ

れば，個々人に任せる場合もある。また，托鉢に向かう時間帯も様々である（朝食前

か後かなど）。ここで実際の托鉢の事例をいくつか紹介しておこう。

〈事例 1〉S僧院（2008年 8月訪問）

　S僧院はヤンゴン管区タムウェ（Tamwe）郡にある教学僧院で，訪問時は比丘 50人，

沙弥 91人が生活していた。この僧院の名物は，住職を初め，僧院にいる出家者全員

で行う集団托鉢（雨安居以外は毎日）である。托鉢コースは複数あり，コース周辺の

住民には，事前に案内しておく。托鉢はまだ薄暗い 4時 30分に始まる。早朝にもか

かわらず，家の前で多くの在家者たちが待ち受けている。出家者たちがその前を通る

と，一人一人の鉢に白飯を入れていく。おかずがある場合は，付き添いの在家者が僧




































